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大学等及び社会教育における消費者教育の推進について

「消費者基本計画」（平成２２年３月３０日閣議決定）等において、学校、家庭、地域、

職域その他の様々な「場」において、消費者教育の充実が求められており、文部科学省で

は、平成２２年度より「消費者教育推進事業」を実施し、消費者基本計画の達成に向け、

各種取組を行っております。

文部科学省では、「消費者教育推進委員会」を設置し、消費者教育の在り方等について

検討を進めてまいりましたが、本年３月、当委員会において「大学等及び社会教育におけ

る消費者教育の指針」が取りまとめられました。また、調査に御協力いただいた「消費者

教育に関する取組状況調査」についても調査結果がまとまりました。

ついては、各教育委員会並びに、大学、短期大学、及び高等専門学校におかれましては、

本指針及び調査報告書を参考として、今後各学校や社会教育における消費者教育の推進が

一層図られるようよろしくお願いいたします。
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